
法定外税の新設等の手続

１ 法定外税

地方団体は地方税法に定める税目（法定税）以外に、条例により税目を新設する

ことができる。これを「法定外税」という。

平成１２年４月の地方分権一括法による地方税法の改正により、法定外普通税の

許可制が同意を要する協議制に改められるとともに、新たに法定外目的税が創設

された。

また、平成１６年度税制改正により、既存の法定外税について、税率の引き下げ、

廃止、課税期間の短縮を行う場合には総務大臣への協議・同意の手続が不要と

なったほか、特定の納税義務者に係る税収割合が高い場合には、条例制定前に議

会でその納税者の意見を聴取する制度が創設された。

２ 新設等の手続
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次のいずれかが該当すると認める場合を除き、総務大臣はこれに同意しなければな

らない。（地方税法第261条、第671条、第733条）

① 国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重とな

ること

② 地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること

③ ①及び②のほか、国の経済施策に照らして適当でないこと

「特定納税義務者」

法定外税の納税額が、全納税者の納税額総額の１０分の１を継続的に超えると見込まれる者として、次の２つ

の要件をどちらも満たすと見込まれる者

① 条例施行後５年間の合計で、当該納税義務者に係る納税額が、その法定外税の納税額総額の１／１０

を超える見込みがあること

② 当該納税義務者に係る納税額が、その法定外税の納税額総額の１／１０を超える年が、条例施行後５

年間のうち３年以上あると見込まれること

特定納税義務者



全国の産業廃棄物税の導入状況（H27年1月現在） 
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平成１５年 ４月１日 施行 

平成１４年 ４月１日 施行 

平成１８年１０月１日 施行 

平成１７年 ４月１日 施行 

平成１８年 ４月１日 施行 

平成１６年 ４月１日 施行 

平成１６年 １月１日 施行 

平成１９年 ４月１日 施行 

平成１５年１０月１日 施行 

H14.4.1施行 

H15.4.1施行 

H15.4.1施行 

H15.4.1施行 

島根県  
H17.4.1施行 

H19.4.1施行 

山口県  
H16.4.1施行 

H15.10.1施行 

H17.4.1施行 

H17.4.1施行 H17.4.1施行 

H17.4.1施行 

H16.4.1施行 

京都府  
H17.4.1施行 

滋賀県  
H16.1.1施行 

H18.10.1施行 

H16.1.1施行 

H16.1.1施行 

H16.1.1施行 

宮城県  
H17.4.1施行 

H18.10.1施行 

H16.4.1施行 

福島県  
H18.4.1施行 

H18.4.1施行 

H18.4.1施行 

H17.4.1施行 

福岡県  
H17.4.1施行 

H17.4.1施行 
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